
船舶事故調査報告書 

令和６年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年６月１７日 １５時４０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市黒島東方沖 

 対馬黒島灯台から真方位０９１°１.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１９.１′ 東経１２９°２５.９′） 

事故の概要  漁船春日
か す が

丸は、北東進中、また、プレジャーボートトマトは、船首

を南西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年７月３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 春日丸、９.１トン 

   ＮＳ２－１７２１１（漁船登録番号）、一般社団法人長崎県漁

船リース協会 

   第２９０－５１０９９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート トマト、５トン未満（長さ６.６０ｍ） 

   ２９０－４８５９５長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、漁場へ向かう目的で、約１４ノ

ットの対地速力で自動操舵により北東進した。 

船長Ａは、航行中、操舵室の椅子に腰を掛けた姿勢で見張りを行う

と、船首浮上により正船首から左右にそれぞれ約１０°の死角が生じ

ていたので、死角を補うように１.５Ｍレンジとしたレーダーで見張

りを行いながら航行していたが、突然衝撃を感じ、機関を中立運転と

したところ、船尾方にＢ船を認め、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

船長Ａは、衝突前、レーダーで周囲に数隻の小型船の映像を認めた

が、正船首方には他船の映像を認めておらず、Ｂ船の映像が船首輝線

に重なり見落としたのかもしれないと本事故後に思った。 

船長Ａは、ふだん、船首浮上による死角を補うため、時々立ち上が

って目視による見張りを行っていたが、本事故当時はレーダーで正船

首方に他船の映像を認めなかったので、衝突の約１５分前から椅子に



 

 

 

 

腰を掛けた状態で見張りを行っていた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、パラシュー

ト型シーアンカー*1を投入して船首を南西方に向け、漂泊して釣りを

していた。 

船長Ｂは、船尾甲板で椅子に腰を掛けて左舷方を向いて釣りを行っ

ていたところ、船首方至近にＢ船に向けて接近するＡ船を認め、とっ

さに海に飛び込んだ直後、Ｂ船の船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、船長Ａに救助された後、事故があったことを家族に携帯

電話で連絡し、家族が海上保安庁に通報した。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて長崎県対馬市の港に入港し、同乗者

は、対馬市内の病院に搬送され、左肩打撲傷等と診断された。 

船長Ｂは、釣りをしながら時々周囲の見張りを行っていたが、船首

方は操舵室によって死角になっており、見張りをするには立ち上がっ

て行う必要があったので、船尾方及び左右方向の見張りに比べて見張

りの回数が少なかったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、本事故時、自動膨張式の救命胴衣を着用しており、Ｂ船

にレーダー反射器は設置されていなかった。 

分析 

 

 

 

 

 

 

Ａ船は、北東進中、船長Ａが、レーダーの船首輝線がＢ船と重なり

船首方に他船の映像を認めなかったので、前路に他船はいないものと

思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、前路で漂泊中のＢ

船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、船首を南西方に向けて漂泊中、船長Ｂが船尾甲板で釣りを

しながら、船尾方、左右方向及び操舵室によって死角となっていた船

首方の見張りを行っていたものの、その回数が少なかったことから、

船首方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因 

 

 

 

本事故は、Ａ船が自動操舵で北東進中、Ｂ船が船首を南西方に向け

て漂泊中、船長Ａが、レーダーで船首方に他船の映像を認めなかった

ので前路に他船はいないものと思い、同じ針路及び速力で航行を続

け、また、船長Ｂが、船尾甲板で釣りをしながら、船尾方、左右方向

及び操舵室によって死角となっていた船首方の見張りを行っていたも

のの、その回数が少なかったため、船首方から接近するＡ船に気付く

のが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、小型船がレーダーに映りづらいことを考慮し、目視によ

る見張りも併せて行うこと。 

・船長は、漂泊中であっても、常時、周囲の適切な見張りを行うと

 
*1漂泊中、パラシュート形状の布を船から延出して海中に投入し、水の抵抗を生じさせ、風による圧流を減じるとと

もに船首の方向を安定させるアンカー。 



ともに、必要に応じて接近する他船を避けること。 
 


